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　新年明けましておめ

でとうございます。会

員及び賛助会員のみな

さまには旧年中は格別

のご厚情を賜り、誠に

ありがとうございまし

た。

　昨年は、2 月 24 日に

勃発したロシアによる

ウクライナへの軍事侵攻により、民間人にも多

くの死傷者をも出すという恐ろしい戦争が勃発

しました。この戦争により双方の国民の生命の

危機はもとより世界中の人々にも何らかの不幸

をもたらす蛮行が今も尚、諸外国から繰り広げ

られています。

　そして 2019 年 12 月中国の武漢市から発生し

た新型コロナウィルスが、未だ終息せず第８波

の到来やインフルエンザの流行を危惧して日々

の生活及び社会活動をしなければなりません。

　今年も誠に残念ですが、新年の互礼会開催は

見送ることとしました。会員（正会員・賛助会

員）のみなさまとの久しぶりの交流を期待し楽

しみにしていましたが、6月の通常総会には開催

を順延させていただくこととしました。

　さて、2021 年の事務局移転を機に「Reborn　

Plan（生まれ変わる計画）」を掲げ、2022 年には

「成長と進歩」を目指してまいりました。

　法人設立 2003 年以来の集改センターの「継

続すること」をモットーとして、20 年続けてま

いりました活動理念「マンションに関わるすべ

ての人にこの活動を通してネットワークを広げ

『ネットワーク』をキーワードに『知恵』と『技

術』と『情報』を提供することをお約束します」

を貫きつづけることが使命です。

　今年も未だ不安な世界情勢の中での私たちの

社会活動と日々の生活を営みがあります。そん

な新年を迎えるこのお正月だからこそ希望に満

ちた未来を信じ、それぞれがそれぞれの歩む道

を、期待と勇気をもってスタートすることを誓

い、会員（正会員、賛助会員）並びにこれまで

関わった多くのマンションの居住者のみなさま

ともに集改センターの活動を力強く進めてまい

りますので、本年もより一層のご支援ご指導の

ほど、お願いして新年のご挨拶といたします。
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○マンションZoom相談を開設しました--------２面

○紙上名刺交換 ------------------------ ４～５面

〇２月 25 日公開ウェブセミナーを開催します ----- ３面

○浅野税理士に聞く「インボイス制度」------ ６面

新年ごあいさつ

「継続すること」をモットーに
知恵・技術・情報を提供

集改センター代表理事　松山 功



- 2 -

NPO集改ニュース2023（令和5）年1月 通巻第68号

　管理組合の役員になれば、「理事会とは」「管

理組合とは」から始まって、大規模修繕工事の

進め方や長期修繕計画など、最低限知っておき

たいことがあります。分からないこと知りたい

ことなど、あなたのマンションの悩み事を、一

級建築士やマンション管理士の専門家が、ウェ

ブ上でビデオ通話アプリ「Zoom（ズーム）」を

使ってお答えします。

　コロナ感染症予防対策のため、対面でのご相

談が難しくなっています。また、本部事務所ま

でお越しいただく手間も省けますので、お気軽

にご利用ください。

●ご相談料金　無料

●ご利用方法　インターネット環境と、パソコン、タブレット、スマートフォンなど Zoom

アプリが使える端末があればご利用できます。

●詳細は電話（06-4703-5221）、FAX（06-4703-5222）、メール（osaka@shukai.or.jp) でお

問い合わせください。 

「マンションZOOM相談」を開設しました

管理組合のお悩みをオンラインで解決
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　管理組合を運営していくと、思わぬトラブルに直面します。とりわけ高経年マンションでは、住

民の年齢層も幅広く、世代間の意識、価値観の違いがコミュニケーションを難しくすることがあ

ります。今回のセミナーでは、さまざまなトラブルの実例をもとに、管理組合を円滑に運営する

上で、気をつけるべきポイントを考えます。

2023年2月25日オンラインで開催

「あなたのマンションのこれが危ない！」「あなたのマンションのこれが危ない！」

第 16 回新時代のマンションセミナー

講演１「マンショントラブル多発中～あなたの発言、それ大丈夫！？～」

講演２「高齢者世代の管理組合運営～あなたのマンション運営、それ大丈夫！？」

講師　中島亮平弁護士

　マンション管理組合の運営において、意見を出し合うことはとて

も重要なことです。もっとも、近時、管理運営の現場において、度を

超えた言動なども見られ、場合によっては裁判に発展しているケー

スもあります。具体的に裁判事例などを紹介しながら、いかなる言

動が問題となるのかを説明します。 

講師　濵野耕祐司法書士

　内閣府の統計によると令和３年時点で７５歳以上の方は総人口の

１４.９％を占めています。高齢化が進むことにより区分所有者に相

続が発生したり、区分所有者が認知症になるケースが増えてくるこ

とが考えられます。マンション管理組合の運営をするにあたり、こ

のような問題が発生したときの対応方法をご説明致します。

：2023 年 2月 25日（土）13：30～ 15：30（終了後　雑談タイム）

：オンライン（zoom）

：無料

：https://forms.gle/bonzCJ2SDw31uNzv7

：2月 22日（水）

：NPO 法人　集合住宅改善センター（略称 NPO 集改センター）

：TEL・06－ 4703－ 5221　FAX・06－ 4703－ 5222

　https://www.shukai.or.jp/

日 時

場 所

参 加 費

申 込

申 込 締 切

主 催

お問い合わせ
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建装工業株式会社 関西支店
社団法人 大阪府建築士事務所協会会員

取締役支店長 山本　保俊

〒564-0063 吹田市江坂 2-1-52
TEL：06-6821-3511( 代 ) FAX：06-6821-3511

本社　〒105-0003 東京都港区西新橋 3-11-1
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大規模修繕工事への影響も
浅野税理士に聞く「インボイス制度」

―制度の概要を教えてください。

　インボイス制度は正式には「適格請求書等保

存方式」と言い、売り手（請求側）が買い手（支

払側）に対し、正確な適用税率や消費税額などを

伝えるための手段です。税務署長の登録を受けた

「適格請求書発行事業者」だけが適格請求書（イ

ンボイス）を交付できます。

　買い手が仕入れ税額控除の適用を受けるため

には、帳簿のほか適格請求書の保存が必要になり

ます。

　適格請求書は▽発行事業者の氏名または名称

及び登録番号▽取引年月日▽取引内容（軽減税率

の対象品目である旨）▽税率ごとに区分して合計

した対価の額▽（税抜きまたは税込み）及び適用

税率▽税率ごとに区分した消費税額▽書類の交

付を受ける事業者の氏名または名称―を記載す

る必要があります。

　適格請求書の形式は決まっておらず、名称も請

求書や納品書、領収書、レシートでもかまいませ

ん。また、電子データで提供することもできます。

　適格請求書発行事業者には▽適格請求書の交

付▽適格返還請求書の交付（返品や値引きなど）

▽修正した適格請求書の交付▽写しの保存―が

義務づけられています。

　また、買い手が仕入税額控除を受けるには、帳

簿および適格請求書などの請求書等の保存が求

められます。

―マンション関係には、どのような影響がありま

すか。

　管理組合の事業にはあまり影響がないでしょ

う。ただし、工事業者さんには大きな影響がある

と思われます。

　課税事業者である工事業者さんが、下請けにい

わゆる一人親方などの免税事業者を使っている

場合が問題です。一人親方が免税のままでは、買

い手は仕入れ税額控除の適用を受けられなくな

ります。このため、大規模修繕工事などにも影響

するおそれがあります。

　免税事業者からの課税仕入れには６年間の経

過措置が設けられています。令和５年 10月１日

から３年間は 80％の控除が可能で、令和８年 10

月１日から３年間は 50％控除できます。

　また、買い手が「簡易課税制度」を選択してい

る場合は、適格請求書などの保存が不要です。簡

易課税制度は課税仕入分の消費税額を事業区分

別の「みなし仕入率」で算出できます。建設業な

ど第三種事業の「みなし仕入率」は 70％です。た

だし、簡易課税制度を選べるのは、課税売上高が

5000 万円以下です。大規模修繕工事を元請けす

るような業者さんは、ほとんどがこれに当たらな

いと思います。

―課税事業者は自動的に登録されるのですか。

　今まで課税事業者であっても、適格請求書発行

事業者になるには税務署への登録申請手続が必

要です。登録はオンライン（e-Tax）でも文書で

もできます。

　免税業者も課税業者として登録して適格請求

書発行事業者になることができます。その場合、

登録した日から課税事業者となります。

　登録が完了すると「適格請求書発行事業者公表

サイト」で公表されます。このサイトで登録番号

を検索すれば、すぐ事業者名が確認できます。

　インボイス制度が始まる2023年 10月１日から

適格請求書を発行するには、2023 年３月 31日ま

でに登録申請手続を行う必要があります。10月に

なってから考えるのではなく、今すぐに対応を考

えないといけません。

　また、小規模事業者が課税事業者になる際の負

担軽減策なども設けられるようですので、最新の

情報に注意してください。

　2023 年 10 月から消費税のインボイス制度が導入

されます。これはマンションの管理組合や関係業

界にどのような影響があるのでしょうか。集改セン

ター顧問の浅野容子税理士に伺いました。
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　免税事業者が登録を受けるためには、原則とし

て、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税

事業者となる必要がありますが、令和５年 10 月

１日から令和 11 年９月 30 日までの日の属する

課税期間中に登録を受ける場合には、消費税課税

事業者選択届出書を提出しなくても、登録申請書

を提出すれば登録を受けることができ、免税事業

者が当該課税期間中に登録を受けることとなっ

た場合には、登録日（令和５年 10月１日より前に

登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力

は登録日から生じることとなります。）から課税

事業者となる経過措置が設けられています。

　その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、原則として、

消費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。しかしながら、適格請求書発行事業者は、その

基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下となった場合でも、登録の効力が失われない限り、免

税事業者となりません。

　上記の経過措置の適用を受けた場合、登録を受けた日

から２年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免

税事業者となることはできない（登録を受けた日が令和５

年 10 月１日の属する課税期間である場合を除きます。）

ため、登録取消届出書を提出し、登録の効力が失われて

も、基準期間の課税売上高にかかわらず、課税事業者とし

て消費税の申告が必要となります。

免税事業者の登録申請手続について

国税庁『適格請求書等保存方式（インボイス制度の手引き）』より

（適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置）

（例）免税事業者である個人事業者が令和５年 10 月１日に登録を受けるため、令和５年３月

31 日までに登録申請書を提出し、令和５年 10 月１日に登録を受けた場合

＊留意点

＊もっと詳しく

■適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者において、翌課税期間の基準

　期間における課税売上高が 1,000 万円以下となった場合の納税義務

■上記の経過措置の適用を受けた場合の納税義務について
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入会のご案内

■正会員（入会金6000円、会費1500円/月）

マンション購入を考えている方、マンショ

ン管理組合役員あるいは区分所有者、マン

ション管理士などマンション関連資格所有

者などの個人が対象です。広報紙『集改

ニュース』をお届けし、お得なマンション

情報やセミナー、住民交流会等をご案内し

ます。

■顧問契約会員（ネットワーク会員）

マンション管理組合が対象です。『集改

ニュース』を戸数分送付、住民交流会、セ

ミナー等にご優待、広報チラシ作成、ＨＰ

作成等のマンション相談も受付けます。

◎本部事務局（06-4703-5221）へお問い合せ

ください

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集

改センター）は、建物の大規模修繕・改修

工事などのハード面、及び日頃の管理組合

運営に関するソフト面の両面から、マン

ションにお住まいの方々を支援する専門家

の集団です。

■代表理事　

松山　功（一級建築士）

■会員

一級建築士・マンション管理士・弁護士など37名

■ＮＰＯ法人認証

平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）

集改センターの概要 **** **** *********

https://www.kenso.co.jp/magazine/


